
委提第３号 
 
 
   北本市議会会議規則の一部改正について 
 
 

会議規則第１４条第２項の規定により、北本市議会会議規則の一部を改正す

る規則を次のとおり提出する。 
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政務調査費の交付に関する条例改正スケジュール 

 
 

日    時 内        容 備  考 

１２月１2 日（水） 

代表者会議終了後 

・政務調査費の交付に関する条例のスケジュール

について 

・政務活動費準則に対する会派意見について 

 

 １月中旬 

 １月  日（ ） 

・政務調査費の交付に関する条例改正案について  

２月１８日（月） 

午前 10 時 30 分 

・北本市政務調査費の交付に関する条例の一部を

改正する条例（案）について 

 

2 月 25 日（月） ・北本市政務調査費の交付に関する条例の一部を 

 改正する条例 提出、表決 

 

 



北本市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 北本市議会会議規則（昭和４８年議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１７条中「第１１５条の２」を「第１１５条の３」に改める。 

 第３７条中「第１３８条」を「第１４６条」に改める。 

 第１６４条を第１７２条とし、第７章中第１６３条を第１７１条とし、

第６章中第１６２条を第１７０条とし、第１６１条を第１６９条とする。 

 第１６０条中「こえる」を「超える」に改め、同条を第１６８条とす

る。 

 第１５９条を第１６７条とし、第１５８条を第１６６条とする。 

 第１５７条第２項中「第１０６条（秘密の保持）第２項」を「第１１

３条（秘密の保持）第２項」に改め、同条を第１６５条とする。 

 第５章中第１５６条を第１６４条とし、第１４８条から第１５５条ま

でを８条ずつ繰り下げ、第４章中第１４７条を第１５５条とし、第１４

３条から第１４６条までを８条ずつ繰り下げ、第３章中第１４２条を第

１５０条とし、第１３６条から第１４１条までを８条ずつ繰り下げる。 

 第１３５条の２第３項中「第１３３条」を「第１４０条」に、「第１

３４条」を「第１４１条」に、「第１３５条」を「前条」に改め、第２

章第７節中同条を第１４３条とする。 

 第１３５条を第１４２条とし、第１３４条を第１４１条とする。 

 第１３３条第２項中「こえて」を「超えて」に改め、同条第３項中

「こえ」を「超え」に改め、同条を第１４０条とする。 

 第１３２条第１項中「公聴会において意見を聴こうとする利害関係者

及び学識経験者等（以下「公述人」という。）」を「公述人」に改め、

同条第２項中「片寄らないように」を「偏らないように」に改め、同条

を第１３９条とする。 

 第２章第６節中第１３１条を第１３８条とし、第１２１条から第１３

０条までを７条ずつ繰り下げ、同章第５節中第１２０条を第１２７条と

し、第１１９条を第１２６条とし、同章第４節中第１１８条を第１２５

条とし、第１０７条から第１１７条までを７条ずつ繰り下げ、同章第３



節中第１０６条を第１１３条とし、第１０５条を第１１２条とし、同章

第２節中第１０４条を第１１１条とし、第９９条から第１０３条までを

７条ずつ繰り下げる。 

 第９８条第２項中「第１０９条の２第４項」を「第１０９条第３項」

に改め、同条を第１０５条とする。 

 第９７条を第１０４条とし、第８８条から第９６条までを７条ずつ繰

り下げ、第２章第１節中第８７条を第９４条とし、第８３条から第８６

条までを７条ずつ繰り下げる。 

 第１章第９節中第８２条を第８９条とし、第７８条から第８１条まで

を７条ずつ繰り下げ、同節を同章第１０節とし、同章第８節の次に次の

１節を加える。 

    第９節 公聴会及び参考人 

 （公聴会開催の手続） 

第７８条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、そ

の日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示す

る。 

 （意見を述べようとする者の申出） 

第７９条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ、

文書でその理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならな

い。 

（公述人の決定） 

第８０条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験

者等（以下「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出た者及

びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を

通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対

者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならな

い。 

（公述人の発言） 

第８１条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければ

ならない。 



２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはな

らない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動がある

ときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。 

（議員と公述人の質疑） 

第８２条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 

（代理人又は文書による意見の陳述） 

第８３条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示

することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限り

でない。 

（参考人） 

第８４条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議

長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必

要な事項を通知しなければならない。 

２ 参考人については、第８１条（公述人の発言）、第８２条（議員と

公述人の質疑）及び第８３条（代理人又は文書による意見の陳述）の

規定を準用する。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第９８条の改正規定

（同条第２項中「第１０９条の２第４項」を「第１０９条第３項」に改

める部分に限る。）は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年

法律第７２号）附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの

規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 


